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別表第十の改正（照明機器）

◆ 追加改正（案）の内容

 別表第十 適用章別表の改正
 「直流電源装置」、「広告灯」を除く、その他の品目に対する、適用章別表の改正

• 別表第八 光源及び光源応用機械器具及び、交流用電気機械器具及び携帯発電機の表のうち、
照明器具に該当する品目について改正を実施

• 適用章別表を、J55015に改正
• 「その他の放電灯器具」のうち、「マグネトロンを使用するもの」は、現在の適用章別の第2章より、

J55011を適用することとなっており、今回のタイミングでJ55011を適用章別表に記載することとする。
⇒ 詳細、次ページ以降

すでに改正通達が発行された「エル・イー・ディー・ランプ」以外の照明機器に関して、下記のとおり
別表第十 適用章別表の改正提案を行う。

◆ 継続審議課題
照明機器用直流電源装置について、器具内用のものに関する取扱いを継続検討課題とする。
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改 正 後 現 行
第1章 共通事項
１ 適用区分
1.1 適用章別
別表第八 光源及び光源応用機械器具

第1章 共通事項
１ 適用区分
1.1 適用章別
別表第八 光源及び光源応用機械器具

■別表第十 改正（案）

電気用品名等 適用章別／
基準番号政令品名 省令における細部品目等

蛍光ランプ
（一般形）

J55015
（安定器内蔵形）

電気スタンド J55015

エル・イー・ディー・ランプ J55015

家庭用つり下げ型蛍光灯器具 J55015

ハンドランプ J55015

庭園灯器具 J55015

装飾用電灯器具 J55015

その他の白熱電灯器具 J55015

その他の放電灯器具
（マグネトロンを使用しないもの） J55015

（マグネトロンを使用するもの） J55011

エル・イー・ディー・電灯器具 J55015

広告灯 ７

検卵器 J55015

電気消毒器（殺菌灯） J55015

充電式携帯電灯 J55015

電気用品名等 適用章別／
基準番号政令品名 省令における細部品目等

蛍光ランプ
（一般形） ６

（安定器内蔵形） ７

電気スタンド J55015

エル・イー・ディー・ランプ ７

家庭用つり下げ型蛍光灯器具 ７

ハンドランプ ７

庭園灯器具 ７

装飾用電灯器具 ５

その他の白熱電灯器具 ７

その他の放電灯器具
（マグネトロンを使用しないもの） ７

（マグネトロンを使用するもの） ２

エル・イー・ディー・電灯器具 ７

広告灯 ７

検卵器 ７

電気消毒器（殺菌灯） ７

充電式携帯電灯 ７

※「広告灯」は、別表第十二の内容に改正する際、適用規格が複数に分類されるため、すべてのWGの審議完了にあわせて改正提案を実施する
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改 正 後 現 行
（続き）
別表第八 交流用電気機械器具及び携帯発電機

続き）
別表第八 交流用電気機械器具及び携帯発電機

電気用品名等 適用章別／
基準番号政令品名 省令における細部品目等

電灯付家具 J55015

直流電源装置 ５

電気用品名等 適用章別／
基準番号政令品名 省令における細部品目等

電灯付家具 ７

直流電源装置 ５

※「直流電源装置」は、別表第十二の内容に改正する際、適用規格が複数に分類されるため、すべてのWGの審議完了にあわせて改正提案を
実施する

■別表第十 改正（案）
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